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【議案（令和４年度 条例その他）２頁 定県第158号議案】 

 

17 収入証紙に関する条例の一部を改正する条例の概要 

 

(1) 改正の趣旨 

神奈川県手数料条例の一部改正等に伴い、新設する手数料を収入証紙

により徴収するなど、所要の改正を行うものである。 

 

 (2) 改正の内容 

  ア 神奈川県手数料条例の一部改正に伴う手数料項目の名称の変更（別

表の２ 手数料の表10の項関係） 

(ｱ) ５トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可申請手数料 

(ｲ) ５トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可変更許可申

請手数料 

イ 神奈川県建築基準条例の一部改正に伴い改正するもの（別表の２ 

手数料の表20の項関係） 

(ｱ) 住宅等の容積率の算定の基礎となる延べ面積に係る認定申請手数

料の新設 

(ｲ) 再生可能エネルギー源の利用に資する設備の設置等に関する建築

物の高さの特例許可申請手数料の新設 

(ｳ) 高度地区における再生可能エネルギー源の利用に資する設備の設

置等に関する建築物の高さの特例許可申請手数料の新設 

(ｴ) 同一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料の名称

の変更 

(ｵ) 同一敷地内認定建築物以外の建築物の特例許可申請手数料の名称

の変更 

(ｶ) 同一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可申請手数料の名称

の変更 

ウ 神奈川県道路交通法関係手数料条例の一部改正に伴う手数料項目の

新設（別表の２ 手数料の表31の項関係） 

(ｱ) 特定自動運行許可申請手数料 

(ｲ) 特定自動運行計画変更許可申請手数料 

 

(3) 施行期日 

   令和５年４月１日。ただし、(2)アについては、令和５年12月１日。 
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【議案（令和４年度 条例その他）３～10頁 定県第159号議案】 

 

18 神奈川県手数料条例の一部を改正する条例の概要 

 

(1) 改正の趣旨 

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令等の一部改正等を踏ま

え、低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等の手数料体系を建築物エ

ネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等と統一化するなど、所要の

改正を行うものである。 

 

(2) 改正の内容 

  ア 漁業法の一部改正等を踏まえ、名称及び手数料の額を変更する。

（別表の４ 環境農政局関係） 

  イ 神奈川県漁業調整規則に基づく水産動植物の採捕に係る許可の申請

手数料を新設する。（別表の４ 環境農政局関係） 

  ウ 豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針の一部改正に伴い、動物用生

物学的製剤取扱手数料を新設する。（別表の４ 環境農政局関係） 

エ 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等について、手数料体系を

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等と統一化すると

ともに、簡易な評価方法を用いた場合の手数料を追加する。（別表の

８ 県土整備局関係） 

オ 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等に、簡易な評

価方法を用いた場合の手数料を追加する。（別表の８ 県土整備局関

係） 

  カ その他所要の規定の整備を行う。（別表の８ 県土整備局関係） 

 

(3) 施行期日及び経過措置 

ア 施行期日 

令和５年４月１日。ただし、(2)ア、イ、(3)イ(ｲ)及び(ｳ)について

は、令和５年12月１日。 

  イ 経過措置 

   (ｱ) この条例の施行の際現に申請書の受理をしているものに係る手数

料（(2)エ、オに限る。）については、なお従前の例による。 

(ｲ) (3)アただし書に規定する規定の施行の際現に申請書の受理をし

ているものに係る手数料（(2)アに限る。）については、なお従前

の例による。 
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(ｳ) (2)イは、令和５年12月１日以後に申請書を受理したものから適

用する。 
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